
わかりやすい税務判例・事例情報誌 No.1506

資産税広報
《主 な も く じ》

●資産をめぐる税務

［問答式］

■シリーズ相続と贈与に関する税務 《教育資金非課税制度》

▼教育資金管理契約が終了した時点において教育資金支出額を控除した残額

がある …… 2
■資産の評価に関する税務 《宅地の評価》

▼利用価値の著しく低下している宅地の判定基準における「騒音レベル」に

ついて …… 4

□判・審判事例特報

請求人が行った土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の２第１項に規定する

「優良住宅地等のための譲渡」には該当しない …… 6

●ニュース

厚労省／国保の保険料上限／３万円増の年80万円に …… 16

旬

刊



資産をめぐる税務

問答式

■シリーズ相続と贈与に関する税務

《教育資金非課税制度》

◆

教育資金管理契約が終了し

た時点において教育資金支

出額を控除した残額がある

◆

◇質 問◇

教育資金管理契約が終了した時点にお

いて、非課税拠出額から教育資金支出額

を控除した残額がある場合、その残額に

ついては、どのように取り扱われるので

しょうか。

（東京都・ＦＨ氏）

◆回 答◆

平成25年４月１日から平成31年（2019年）

３月31日までの間に、個人（租税特別措置法

第70条の２の２第２項第２号に規定する教育

資金管理契約（以下、教育資金管理契約とい

います）を締結する日において30歳未満の者

に限ります）が、教育資金に充てるため、①

その直系尊属と信託会社との間の教育資金管

理契約に基づき、信託の受益権を取得した場

合、②その直系尊属からの書面による贈与に

より取得した金銭を教育資金管理契約に基づ

き、銀行等の営業所等において預金若しくは

貯金として預入をした場合又は③教育資金管

理契約に基づき、その直系尊属からの書面に

よる贈与により取得した金銭等で証券会社の

営業所等において有価証券を購入した場合に

は、その信託受益権、金銭又は金銭等の価額

のうち1,500万円までの金額（既にこの「教

育資金の非課税の特例」の適用を受けて贈与

税の課税価格に算入しなかった金額がある場

合には、その算入しなかった金額を控除した

残額）に相当する部分の価額については、贈

与税の課税価格に算入されません。

(注) 「金銭等」とは、金銭又は公社債投資

信託の受益証券のうち一定のもの（いわゆ

るMRF又はMMFをいいます）をいいます。



ところで、教育資金管理契約は、次に掲げ

る区分に応じ、それぞれに定める日のいずれ

か早い日に終了します。

① 受贈者が30歳に達したこと

その受贈者が30歳に達した日

② 受贈者が死亡したこと

その受贈者が死亡した日

③ 教育資金管理契約に係る信託財産の価額

が零となった場合、教育資金管理契約に係

る預金若しくは貯金の額が零となった場合

又は教育資金管理契約に基づき保管されて

いる有価証券の価額が零となった場合にお

いて受贈者と取扱金融機関との間でこれら

の教育資金管理契約を終了させる合意があ

ったこと

その教育資金管理契約がその合意に基づ

き終了する日

(注)1 「非課税拠出額」とは、教育資金非課

税申告書又は追加教育資金非課税申告書

に「教育資金の非課税」の特例の適用を

受けるものとして記載された金額を合計

した金額をいいます（1,500万円を限度

とします）。

2 「教育資金支出額」とは、取扱金融機

関（受贈者の直系尊属又は受贈者と教育

資金管理契約を締結した金融機関等をい

います）の営業所等において教育資金の

支払の事実が確認され、かつ、記録され

た金額を合計した金額をいいます。

上記①及び③の事由に該当したことにより

教育資金管理契約が終了した場合において、

非課税拠出額から教育資金支出額（学校等以

外の者に支払われた教育資金については500

万円を限度とする）を控除した残額があると

きは、その残額については、受贈者の上記①

又は③に定める日の年の贈与税の課税価格に

算入します。

受贈者が死亡したことにより教育資金によ

り教育資金管理契約が終了した場合において、

非課税拠出額から教育資金支出額を控除した

残額については、贈与税を課税されません。

ただし、受贈者の他の財産と残額は合算さ

れて相続税の課税対象になります。

例えば、1,500万円の資金のうち、学校教

育法による教育資金として700万円を使い、

学校以外の教育に対して800万円を使った場

合、口座には資金がゼロになっています。

しかし、学校以外の教育に関しては500万

円が限度額ですから、800万－500万円＝300

万円に対して、残額がゼロにもかかわらず、

贈与税の課税が生じることになります。

なお、贈与をした日から教育資金管理契約

終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、

贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の計算

上、相続開始前３年以内に贈与があった場合

の規定の適用はされず、贈与者の死亡に係る

相続税の課税価格には算入されることはあり

ません。

ただし、受贈者が30歳に達したため教育資

金管理契約が終了し、教育資金管理契約に係

る非課税拠出額から教育資金支出額を控除し

た残額について、贈与税の課税価格に算入さ

れた価額がある場合で、その贈与税に係る贈

与者が死亡したときは、贈与者の死亡に係る

相続税の課税価格の計算上、相続開始前３年

以内に贈与があった場合の規定の適用により、

贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に算入

されることとなります。

参照条文等＝措法70の2の2、措令40の4の3、

措規23の5の3



■資産の評価に関する税務

《宅地の評価》

◆

利用価値の著しく低下して

いる宅地の判定基準におけ

る「騒音レベル」について

◆

◇質 問◇

「利用価値が著しく低下している宅地

の評価」による騒音、日照阻害、臭気、

忌み等により、その取引金額に影響を受

けると認められるものの「騒音」につい

ては、何か基準があるのでしょうか。

（東京都・ＭＹ氏）

◆回 答◆

次のようにその利用価値が付近にある他の

宅地の利用状況からみて、著しく低下してい

ると認められるものの価額は、その宅地につ

いて利用価値が低下していないものとして評

価した場合の価額から、利用価値が低下して

いると認められる部分の面積に対応する価額

に10％を乗じて計算した金額を控除した価額

によって評価することができます。

① 道路より高い位置にある宅地又は低い位

置にある宅地で、その付近にある宅地に比

べて著しく高低差のあるもの

② 地盤に甚だしい凹凸のある宅地

③ 震動の甚だしい宅地

④ ①から③までの宅地以外の宅地で、騒音、

日照阻害（建築基準法第56条の２に定める

日影時間を超える時間の日照阻害のあるも

のとします）、臭気、忌み等により、その

取引金額に影響を受けると認められるもの

また、宅地比準方式によって評価する農地

又は山林について、その農地又は山林を宅地

に転用する場合において、造成費用を投下し

てもなお宅地としての利用価値が付近にある

他の宅地の利用状況からみて著しく低下して

いると認められる部分を有するものについて

も同様です。

ただし、路線価又は固定資産税評価額又は

倍率が、利用価値の著しく低下している状況

を考慮して付されている場合にはしんしゃく

しません。

さて、ご質問にある「騒音」については、

環境省が環境基本法第16条第1項の規定に基

づく騒音に係る環境基準を制定しており、具

体的には、以下に掲げるとおりです。

評価対象地周辺で、この基準値を超えるよ

うな騒音があれば、利用価値が著しく低下し

ている判断材料になります。

１．環境基準は、地域の類型及び時間の区分

ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりと

し、各類型を当てはめる地域は、都道府県

知事（市の区域内の地域については、市長）

が指定する。



地域の類型
基準値

昼 間 夜 間

ＡＡ 50db以下 40db以下

Ａ及びＢ 55db以下 45db以下

Ｃ 60db以下 50db以下

（注）１ 時間の区分は、昼間を午前６時から

午後10時までの間とし、夜間を午後10

時から翌日の午前６時までの間とする。

２ ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、

社会福祉施設等が集合して設置される

地域など特に静穏を要する地域とする。

３ Ａを当てはめる地域は、専ら住居の

用に供される地域とする。

４ Ｂを当てはめる地域は、主として住

居の用に供される地域とする。

５ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住

居と併せて商業、工業等の用に供され

る地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域

（以下、道路に面する地域という）について

は、上表によらず次表の基準値の欄に掲げる

とおりとする。

地域の類型
基準値

昼 間 夜 間

① 60db以下 55db以下

② 65db以下 60db以下

①：Ａ地域のうち２車線以上の車線を有す

る道路に面する地域

②：Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有す

る道路に面する地域及びＣ地域のうち

車線を有する道路に面する地域

備考

車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑

に走行するために必要な一定の幅員を有する

帯状の車道部分をいう。

この場合において、幹線交通を担う道路に

近接する空間については、上表にかかわらず、

特例として次表の基準値の欄に掲げるとおり

とする。

基準値

昼 間 夜 間

70db以下 65db以下

備考

個別の住居等において騒音の影響を受けや

すい面の窓を主として閉めた生活が営まれて

いると認められるときは、屋内へ透過する騒

音に係る基準（昼間にあっては45db以下、夜

間にあっては40db以下）によることができる。

２．上記１の環境基準の基準値は、次の方法

により評価した場合における値とする。

（1） 評価は、個別の住居等が影響を受ける

騒音レベルによることを基本とし、住居等

の用に供される建物の騒音の影響を受けや

すい面における騒音レベルによって評価す

るものとする。

この場合において屋内へ透過する騒音に

係る基準については、建物の騒音の影響を

受けやすい面における騒音レベルから当該

建物の防音性能値を差し引いて評価するも

のとする。

（2） 騒音の評価手法は、等価騒音レベルに

よるものとし、時間の区分ごとの全時間を

通じた等価騒音レベルによって評価するこ

とを原則とする。

（3） 評価の時期は、騒音が１年間を通じて

平均的な状況を呈する日を選定するものと

する。

（4） 騒音の測定は、計量法（平成４年法律

第51号）第71条の条件に合格した騒音計を

用いて行うものとする。この場合において、

周波数補正回路はＡ特性を用いることとす

る。

参照条文等＝環境基本法16の１



□判・審判事例特報

請求人が行った土地の譲渡は、租税特
別措置法第31条の２第１項に規定する
「優良住宅地等のための譲渡」には該
当しない

棄却

〔国税不服審判所＝平成25年12月12日

・裁決〕

□問 題

《事 実》

平成22年６月15日付で、売主を請求人、

買主をＤ社とする土地売買契約を締結

(1) 事案の概要

審査請求人（以下、請求人という）が、

その所有する土地の譲渡に係る譲渡所得に

ついて、当該土地の譲渡は、租税特別措置

法第31条の２《優良住宅地の造成等のため

に土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の

課税の特例》第１項に規定する「優良住宅

地等のための譲渡」に該当するとして所得

税の確定申告をしたところ、原処分庁が、

当該土地の造成工事を行ったのは請求人で

あることから、当該土地の譲渡は、同項に

規定する「優良住宅地等のための譲渡」に

該当しないとして更正処分等を行ったのに

対し、請求人が、当該更正処分等の全部の

取消しを求めた。

(2) 関係法令の要旨

イ 租税特別措置法（以下、措置法という）

第31条《長期譲渡所得の課税の特例》第１

項は、個人が、その有する土地等又は建物

等で、その年１月１日において所有期間が

５年を超えるものの譲渡をした場合には、

当該譲渡による譲渡所得については、他の

所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る

譲渡所得の金額に対し、課税長期譲渡所得

金額の100分の15に相当する金額に相当す

る所得税を課する旨規定している。

ロ 措置法第31条の２第１項は、個人が、昭

和62年1O月１日から平成25年12月31日まで

の間に、その有する土地等でその年１月１

日において所有期間が５年を超えるものの

譲渡をした場合において、当該譲渡が優良



住宅地等のための譲渡に該当するときは、

当該譲渡による譲渡所得については、同法

第31条第１項前段の規定により当該譲渡に

係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所

得税の額は、同項前段の規定にかかわらず、

次の(ｲ)及び(ﾛ)に掲げる場合の区分に応じ

(ｲ)及び(ﾛ)に定める金額に相当する額とす

る旨規定している。

(ｲ) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下

である場合

当該課税長期譲渡所得金額の100分の10

に相当する金額

(ﾛ) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超

える場合

次に掲げる金額の合計額

A 200万円

B 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万

円を控除した金額の100分の15に相当する

金額

ハ 措置法第31条の２第２項は、同条第１項

に規定する優良住宅地等のための譲渡とは、

同条第２項各号に掲げる土地等の譲渡に該

当することにつき財務省令で定めるところ

により証明がされたものをいう旨規定し、

同項第13号は、開発許可（都市計画法第29

条《開発行為の許可》第１項の許可をいい、

同法第４条《定義》第２項に規定する都市

計画区域内において行われる同条第12項に

規定する開発行為に係るものに限る。以下

同じ）を受けて住宅建設の用に供される一

団の宅地（当該一団の宅地の面積が1,000

㎡以上のものであり、かつ、当該一団の宅

地の造成が当該開発許可の内容に適合して

行われると認められるものに限る）の造成

を行う個人（同法第44条《許可に基づく地

位の承継》又は第45条に規定する開発許可

に基づく地位の承継があった場合には、当

該承継に係る被承継人である個人又は当該

地位を承継した個人）又は法人（同法第44

条又は第45条に規定する開発許可に基づく

地位の承継があった場合には、当該承継に

係る被承継人である法人又は当該地位を承

継した法人）に対する土地等の譲渡で、当

該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用

に供されるものを掲げている。

ニ 租税特別措置法施行規則（以下、措置法

規則という）第13条の３《優良住宅地の造

成等のために土地等を譲渡した場合の長期

譲渡所得の課税の特例》第１項第13号は、

措置法第31条の２第２項に規定する財務省

令で定めるところにより証明がされた土地

等の譲渡は、当該土地等の買取りをする同

項第13号の住宅建設の用に供される一団の

宅地の造成を行う同号に規定する個人又は

法人（以下、土地等の買取りをする者とい

う）から交付を受けた次に掲げる書類を確

定申告書に添付することにより証明がされ

た土地等の譲渡とする旨規定している。

(ｲ) 当該一団の宅地の造成に係る都市計画

法第30条《許可申請の手続》第１項に規定

する申請書の写し（当該造成に関する事業

概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅

地の位置及び区域等を明らかにする地形図

の添付のあるものに限る）及び同法第35条

《許可又は不許可の通知》第２項の通知の

文書の写し

(ﾛ) 土地等の買取りをする者の措置法第31

条の２第２項第13号の譲渡に係る土地等が

上記(ｲ)に規定する通知に係る開発区域内

に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の

宅地の用に供する旨を証する書類

(3) 基礎事実

イ 請求人は、平成22年６月15日付で、売主

を請求人、買主をＤ社とする土地売買契約

を締結した（以下、当該契約を本件売買契



約といい、本件売買契約に係る契約書を本

件売買契約書という）。

本件売買契約書には、要旨次の事項が記

載されている。

(ｲ) 売主は、ａ市ｂ町○－○及び同番○の

畑計X,XXX.00㎡の土地（以下、本件土地と

いう）を○○○○円にて買主に売り渡す。

(ﾛ) 売主は、買主に対し、買主から売買代

金全額を受領するのと引換えに本件土地を

引き渡す。

(ﾊ) 本件土地の所有権は、買主が売主に売

買代金全額を支払ったときに売主から買主

に移転する。

(ﾆ) 本契約は、都市計画法第29条及び第34

条に規定する開発行為の許可を条件とし、

万一当該許可の取得が不可能な場合は、本

契約を白紙解除できるものとする。また、

売主は、９棟分の宅地造成工事完了後に、

買主に引き渡すものとする。

ロ 請求人の妻Ｅ（以下、請求人妻といい、

請求人と併せて請求人らという）は、平成

22年６月15日付で、売主を請求人妻、買主

をＤ社とし、本件土地に隣接し請求人妻が

所有するａ市ｂ町○－○の山林XXX.00㎡の

土地（以下、本件土地と併せて本件各土地

という）を○○○○円でＤ社に売り渡す旨

の土地売買契約（以下、本件売買契約と併

せて本件各売買契約といい、本件各売買契

約に係る各契約書を併せて本件各売買契約

書という）を締結した。なお、当該契約の

内容は、本件売買契約と同旨である。

ハ 請求人は、平成22年６月15日付で、注文

者を請求人、請負者をＦ社として、次のと

おり、本件土地の造成工事（以下、本件造

成工事という）に係る工事請負契約（以下、

本件工事請負契約といい、本件工事請負契

約に係る契約書を本件工事請負契約書とい

う）を締結した。

(ｲ) 工事名：ａ市ｂ町宅地造成工事

(ﾛ) 工事場所：本件各土地

(ﾊ) 工事対象面積：2,493.04㎡の一部

(ﾆ) 工事内容：宅地造成工事一式、農振除

外申請一式、開発許認可一式等

(ﾎ) 請負代金：33,000,000円

(ﾍ) 支払方法：宅地造成工事の検査済証取

得後一括支払

(ﾄ) その他：本件工事請負契約書作成に要す

る収入印紙等の費用は、Ｆ社の負担とする

ニ 請求人妻は、平成22年６月15日付で、注

文者を請求人妻、請負者をＦ社とし、請負

代金を16,000,000円とする造成工事（以下、

本件造成工事と併せて本件各造成工事とい

う）に係る工事請負契約（以下、本件工事

請負契約と併せて本件各工事請負契約とい

い、本件各工事請負契約に係る各契約書を

併せて本件各工事請負契約書という）を締

結した。なお、当該契約の内容は、本件工

事請負契約と同旨である。

ホ 本件各造成工事に係る各種の開発図面に

は、事業主はＤ社、作成者はＧ社である旨

記載されている。

ヘ 請求人らは、Ｄ社と連名で、平成22年12

月３日、ａ市農業委員会を経由してｄ県知

事に対し、本件各土地について、９棟の建

売分譲住宅の用地として所有権を移転する

ための農地法第５条《農地又は採草放牧地

の転用のための権利移動の制限》の規定に

よる許可の申請（以下、本件農地転用申請

という）をそれぞれした。

ト Ｄ社は、平成22年12月７日付で、ｄ県ｅ

地域整備センター所長に対し、工事施工者

をＦ社、予定建築物等の用途を専用住宅９

戸として、本件各土地に係る都市計画法第

29条に規定する開発行為の許可の申請（以

下、本件開発許可申請という）をした。



チ ｄ県ｅ地域整備センター所長は、平成23

年１月○日付で、Ｄ社に対し、本件開発許

可申請に係る開発許可（以下、本件開発許

可という）を通知した。

なお、同通知には、農地法による農地転

用許可と同時許可とする旨記載されている。

リ ｄ県知事は、平成23年１月○日付で、Ｄ

社及び請求人らに対し、本件農地転用申請

に係る本件各土地の転用を伴う所有権移転

を許可する旨の書面をそれぞれ交付した。

ヌ ｄ県ｅ土木事務所所長は、平成23年４月

○日付で、本件開発許可に係る工事が同月

11日検査の結果、都市計画法第29条の規定

による開発許可の内容に適合している旨を

証明する「開発行為に関する工事の検査済

証」（以下、本件検査済証という）をＤ社

に交付した。

ル 請求人は、平成23年４月19日、Ｄ社から、

本件売買契約に係る本件土地の売買代金○

○○○円を、Ｈ銀行ｆ支店の請求人名義の

普通預金口座への振込みにより受領した。

ヲ 請求人は、平成23年４月l9日、本件工事

請負契約に係る請負代金33,000,000円を、

Ｈ銀行ｇ支店のＦ社代表取締役Ｊ名義の普

通預金口座に振り込んだ。また、Ｆ社が同

日付で請求人宛に発行した領収書には、ａ

市ｂ町宅地造成工事代金として33,000,000

円を領収した旨記載されている。

ワ 本件土地については、都市計画法に規定

する市街化調整区域に所在するとともに、

農業振興地域の整備に関する法律に規定す

る農業振興地域に所在するところ、請求人

は、昭和29年３月５日売買を原因として所

有権移転登記をし、平成23年４月11日に宅

地への地目変更の上、同月19日売買を原因

として請求人からＤ社に所有権移転登記が

なされた。

カ 請求人は、本件造成工事を行ったのは本

件土地の譲受人であるＤ社であることから、

本件土地の譲渡は措置法第31条の２第１項

に規定する「優良住宅地等のための譲渡」

に該当するとして、平成23年分の所得税の

確定申告をした。

ヨ 原処分庁は、本件造成工事を行ったのは

請求人であることから、本件土地の譲渡は、

措置法第31条の２第１項に規定する「優良

住宅地等のための譲渡」に該当しないとし

て、納付すべき税額を○○○○円とする更

正処分（以下、本件更正処分という）及び

過少申告加算税の額を○○○○円とする賦

課決定処分（以下、本件賦課決定処分とい

う）をした。

(4) 争点

本件土地の譲渡が、措置法第31条の２第

１項に規定する「優良住宅地等のための譲

渡」に該当するか否か。

なお、本件において該当性について争い

がある「優良住宅地等のための譲渡」とは、

措置法第31条の２第２項第13号に掲げる土

地等の譲渡に該当することにつき財務省令

で定めるところにより証明がされたものを

いう。

請求人の主張

Ｄ社は、本件各土地の開発行為を行う

目的で土地の譲渡を受けたものである

イ 次の(ｲ)及び(ﾛ)からすると、本件造成工

事を行ったのはＤ社であると認められる。

(ｲ) Ｄ社は、本件各土地の開発行為を行う

目的で、請求人から本件土地の譲渡を受け



たものであり、実際、事業主としてＧ社に

開発図面を作成させ、その図面に基づき、

Ｆ社に造成工事を請け負わせるとした本件

開発許可申請を行い、本件開発許可を受け

て、Ｆ社に本件造成工事を行わせたもので

ある。

(ﾛ) 確かに、本件売買契約書及び本件工事

請負契約書は請求人自身がそれぞれ署名及

び押印したものであり、Ｆ社との間で本件

工事請負契約を締結したのは請求人である。

しかしながら、請求人は、開発行為や造

成工事についての知識を持っておらず、開

発計画の内容や本件造成工事については全

く関与していなかったものであって、仲介

業者やＤ社らの言うがままに本件工事請負

契約書を作成したものにすぎず、Ｆ社に対

して本件工事請負契約に係る請負代金の支

払をしたのも、Ｄ社の指示に従って処理し

たものにすぎない。

都市計画法等によれば、あらかじめ開発

行為の許可を得た上でなければ宅地造成工

事をすることはできず、このことからして

も、本件開発許可を受けていない請求人が

造成工事を行うことはおよそ考えられない。

ロ したがって、本件土地の譲渡は、措置法

第31条の２第２項第13号に掲げる土地等の

譲渡に該当し、また、該当することにつき

財務省令で定めるところによる証明もされ

ているから、同条第１項に規定する「優良

住宅地等のための譲渡」に該当する。

原処分庁の主張

Ｆ社に対し工事請負契約に係る請負代

金として33,000,000円を支払っている

イ 次の(ｲ)及び(ﾛ)からすると、本件造成工

事を行ったのは請求人であると認められる。

(ｲ) 本件売買契約において、譲渡人である

請求人は、本件造成工事完了後に本件土地

を譲受人であるＤ社に引き渡すものとされ

ている。

(ﾛ) 請求人は、①自らを注文者、Ｆ社を請

負者として本件造成工事に係る本件工事請

負契約を締結し、②Ｆ社に対して、本件工

事請負契約に係る請負代金として33,000,000

円を支払っている。

ロ したがって、本件土地の譲渡は、措置法

第31条の２第２項第13号に掲げる土地等の

譲渡に該当しないから、同条第１項に規定

する「優良住宅地等のための譲渡」に該当

しない。

■結 論

《裁 決》
本件造成工事は、請求人の負担と責任

において行われたものと認められる

(1) はじめに

本件の争点は、本件土地の譲渡が措置法

第31条の２第１項に規定する「優良住宅地

等のための譲渡」に該当するか否かである

が、具体的には、本件造成工事を行ったの

は本件土地の譲受人であるＤ社であるか否

かであるので、この点について、以下検討

する。

(2) 法令解釈

措置法第31条の２第１項に規定する特例

は、個人の長期保有の土地等の譲渡につい

て、公的土地の取得の円滑化及び都市地域



における住環境として望ましい優良な住宅

地等の供給に寄与する土地等の譲渡に限っ

て、その税負担の軽減を図る目的で、政策

的配慮から創設されたものである。

そして、措置法第31条の２第２項第13号

に規定する土地等の譲渡は、同号に規定さ

れた開発許可を受けて住宅建設の用に供さ

れる一団の宅地の造成を行う個人又は法人

に対する土地等の譲渡であることを要する

と解すべきであるから、都市計画法第44条

又は第45条に規定する開発許可に基づく地

位の承継があった場合を除き、土地等の譲

受人において自ら当該土地等の造成を行う

場合に限って、すなわち、造成される一団

の住宅地の用に供される素地の譲渡につい

てのみ、措置法第31条の２第１項の規定の

適用があるものであり、土地等の譲渡人に

おいて当該土地等の造成を行った場合につ

いては、同項の規定の適用はないというべ

きである。

また、措置法は、本来課されるべき税額

を政策的な見地から特に軽減するものであ

るから、租税負担公平の原則に照らし、そ

の解釈は厳格にされるべきものであり、措

置法に規定する文言を離れて、みだりに実

質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解

釈ないし類推解釈をすることは許されない

と解されている。

(3) 認定事実

イ 本件各売買契約に係る仲介業者であるＫ

社の代表取締役であるＬ（以下、Ｋ社社長

という）は、当審判所に対し、要旨次のと

おり答述した。

(ｲ) 平成22年の初旬頃、請求人らから自宅

の建替えのために本件各土地を売却したい、

ついては、請求人らは併せて50,000,000円

くらいの金額が欲しいという話があった。

(ﾛ) 売却先として数社を探したが、本件各

土地が農業振興地域の農地であることから、

農業委員会を通して宅地造成するのに１年

近くかかるとして断られた。

その後、平成22年３月か４月頃、建売住

宅の分譲を手掛けているＤ社に本件各土地

の話を持ちかけたところ、Ｄ社は自身で宅

地造成する気はないことから、宅地造成後

の本件各土地の購入を希望した。そこで、

Ｆ社に本件各造成工事の費用と図面の設計

費用を見積もらせたところ、同社は当該費

用を49,000,000円と見積もったので、Ｄ社

に対し本件各土地の売買代金50,000,000円

と当該造成費用等の合計額である99,000,000

円を提示した。数日後、Ｄ社から、その提

示された金額で購入する旨連絡が入った。

(ﾊ) 本件各土地は、市街化調整区域に所在

する農地であったため、開発許可を受ける

ためには、開発許可を受ける業者と建売分

譲住宅の建設業者が同一でなければ開発許

可がされないという制限があった。Ｆ社の

担当者であるＭ氏から、造成工事は請求人

らが行い、開発許可申請は建設業者のＤ社

が行えば開発許可が下りる旨アドバイスが

あり、本件各造成工事は請求人らから請け

負うＦ社に、本件開発許可申請はＤ社にお

願いすることとした。

なお、Ｄ社は造成後の土地の購入を希望

していたので、初めからＤ社が造成工事を

行うという話はなかった。また、請求人ら

とＦ社が造成工事の請負契約を締結したの

は、造成工事はＦ社にお願いしていたこと

や、請求人らとＦ社が造成工事の請負契約

を締結すれば、請求人らに税制上の免除も

あるのではないかと思っていたからである。

(ﾆ) 本件各売買契約の締結日の直前（日時

不詳）に、Ｋ社の事務所において、請求人

らに対し、本件各売買契約書（案）及び本件



各工事請負契約書（案）を提示し、造成後の

本件各土地を請求人らからＤ社に引き渡す

こと、本件各造成工事については請求人ら

とＦ社の間で請負契約を締結すること、当

該造成工事の代金はＤ社から本件各土地の

譲渡代金を受け取ってからＦ社に支払えば

よいこと、当該各契約書（案）については請

求人ら各自に分けて各契約書を作成するこ

となど、各契約の内容について説明した。

また、開発許可申請は、Ｄ社の名義で行う

ことも説明した。

(ﾎ) 本件各売買契約の締結日（平成22年６

月15日）にも、請求人らに対し、本件各売

買契約及び本件各工事請負契約の内容を説

明するとともに、造成工事完了についての

検査済証が取得されてから、本件各土地の

引渡しを行う旨を説明した。

ロ Ｄ社の代表取締役であるＮ（以下、Ｄ社

社長という）は、審判所に対し、要旨次の

とおり答述した。

(ｲ) 平成22年４月頃、Ｋ社社長から本件各

土地の購入について打診があり、後日、造

成完了後の本件各土地について99,000,000

円という金額の提示があったので、当社と

しても採算がとれることから当該土地の購

入を承諾した。

(ﾛ) 本件各土地は市街化調整区域に所在す

る農地であるため、当社で分譲するために

は、当社が開発許可申請を行う必要があっ

た。Ｋ社社長からも、造成工事は請求人ら

から請け負うＦ社が行い、開発許可申請は

当社が行うよう話があった。

以前、市街化調整区域の農地を購入して

分譲しようとした案件で、売主が開発許可

申請を行ったところ、宅地造成後に当社へ

の農地転用を伴う所有権移転ができず、当

社が分譲ができないという問題が起こった

ことがあり、その際、当社で分譲ができる

ようにする方法（開発許可申請を行う業者

と建売分譲住宅の建設業者を同一とする方

法）について、ｄ県から指導があったこと

から、今般、当社が開発許可申請を行うこ

ととした。

(ﾊ) 請求人らに会ったのは、平成22年５月27

日に行われた本件各売買契約前の説明時、

本件各売買契約時及び本件各売買契約に基

づく代金決済時の３回である。

(ﾆ) Ｇ社に対しては、Ｋ社を介して、開発

図面の区画を11区画から９区画に変更して

欲しい旨など依頼し、何度か図面を作成し

直してもらった。

ハ 請求人らは、原処分庁に対し、要旨次の

とおり各申述した。

本件各工事請負契約の締結前に、Ｋ社社

長から、造成工事は請求人らが行い、Ｆ社

に造成工事を全て請け負わせる形態で契約

する旨の説明を受けたが、最終的な手取額

は坪単価73,000円で変わりがなかったため、

Ｋ社社長の提案のとおり、契約した。本件

各土地の売買については、同人に任せてお

り、上記取引形態となった詳しい経緯や内

容は不知である。

ニ 本件各土地を管轄する農業委員会の担当

者は、原処分庁所属の職員に対し、要旨次

のとおり申述した。

市街化調整区域の農地転用の許可におい

ては、土地の造成のみを目的とするもので

あれば転用は認められないが、例外規定が

あり、宅地分譲契約に建築条件等が付され、

申請者が過去に建売分譲等で十分な実績信

用があり、建物等の建設が確実であると認

められる場合などであれば、許可できると

されている。



農地転用を伴う所有権移転の許可申請の

時点で所有権が買受人に移転していなくて

も、売買契約書で所有権の移転見込みが確

認できれば、申請を受け付けている。また、

開発許可申請の場合は、農地転用の許可書

で確認できれば、申請を受け付けている。

農地転用の許可は、極論を言えば、条件

さえ整えば請求人らの場合でも許可はする

だろうが、現実的には考えにくい。許可要

件で資金力も検討事項であるため、この点

で要件を満たさない可能性もあると思う。

ホ 請求人が平成23年分の所得税の確定申告

書に添付した「譲渡所得の内訳書」（以下、

本件内訳書という）の「譲渡（売却）され

た土地の購入代金」欄には、本件造成工事

に係る代金として、Ｆ社に33,015,000円を

支払った旨記載されている。

なお、本件内訳書の添付書類として、Ｄ

社から交付を受けた本件開発許可申請に係

る申請書、本件開発許可に係る通知書及び

「一団の宅地等の用に供する旨の確約書」

の各写しが提出され、さらに、平成25年６

月４日に原処分庁に対し、本件各造成工事

に係る区域の位置等を示す各種地形図の写

しが提出されている。

ヘ 上記イのＫ社社長及び上記ロのＤ社社長

の各答述内容は、おおむね符合している上、

Ｄ社の名義で開発許可申請をした理由につ

いても、上記ニの利害関係がなく信用でき

る本件各土地を管轄する農業委員会の担当

者の申述内容と整合し、さらに、上記《基

礎事実》のイ及びロの本件各売買契約書並

びに同ハ及びニの本件各工事請負契約書の

各記載内容や、上記ホの請求人の本件内訳

書及び本件内訳書に係る添付書類の各記載

内容とも整合しており、それぞれ十分信用

することができる。これらの答述等を総合

すると、次のとおりの事実が認められる。

(ｲ) 平成22年初旬頃、請求人らは、本件各

土地を50,000,000円くらいで売却したい旨

を不動産仲介業者であるＫ社に申し入れた。

(ﾛ) 平成22年４月頃、Ｋ社は、建売分譲住

宅の建設業者であるＤ社に対し、本件各土

地の購入を打診したところ、Ｄ社は、宅地

造成前の本件各土地の購入には難色を示し、

飽くまでも宅地造成後の本件各土地の購入

を希望した。

(ﾊ) そこで、Ｋ社を中心に協議したところ、

請求人らから請け負う形で造成業者である

Ｆ社が造成工事を行うこととして、Ｄ社は、

建売住宅を建設して販売する目的で宅地造

成後の本件各土地を99,000,000円で取得す

ることとした。また、本件各土地が市街化

調整区域の農地であることから、Ｄ社にお

いて、宅地造成後の分譲が可能となるよう

に、かつ、請求人らでは開発許可を得るこ

とが困難であることから、開発許可を容易

に得るために、開発許可申請を行う業者と

建売分譲住宅の建設業者とを同一とする方

法を採用することとし、Ｄ社が開発許可の

申請をすることにした。

(ﾆ) 平成22年５月27日（本件各売買契約の

締結日の直前）、Ｋ社の事務所において、

Ｋ社社長は、請求人らに対し、本件各売買

契約書（案）及び本件各工事請負契約書（案）

を提示した上で、Ｆ社が本件各土地の造成

工事を行うこと、Ｄ社が開発許可の申請を

行うこと、請求人らは、当該造成工事の代

金についてはＤ社から譲渡代金を受け取っ

た後にＦ社に支払うことなどを説明した。

(ﾎ) 平成22年６月15日（本件各売買契約の

締結日）、Ｄ社の事務所において、Ｄ社社

長及びＫ社社長は、請求人らに対し、再度、

本件各売買契約書及び本件各工事請負契約



書の内容を説明した上で、請求人らは、当

該各契約書の所定の箇所にそれぞれ署名及

び押印し、本件各売買契約及び本件各工事

請負契約はそれぞれに係る各契約書記載の

とおり、成立した。

(ﾍ) Ｄ社は、本件開発許可申請のために、

Ｇ社に対し、各種開発図面の作成を依頼し

た上で、数度の見直しを指示した。Ｆ社は、

当該図面を基に本件各造成工事を実施した。

(ﾄ) なお、請求人らの原処分庁に対する各

申述は、本件各売買契約や本件各工事請負

契約の詳しい経緯や内容については不知で

あるというものであるが、詳しい経緯や内

容はともかく、少なくとも本件各工事請負

契約書の記載上、注文者が請求人らであり、

請負人がＦ社となっていることの説明は受

けたというものであり、上記のＫ社社長や

Ｄ社社長の答述等と矛盾するものではない。

(4) 本件への当てはめ

上記《基礎事実》及び上記(3)の《認定

事実》によれば、①請求人は、注文者とし

て本件工事請負契約をして本件造成工事の

代金を負担し、一方、請求人から請け負っ

たＦ社が本件造成工事を行ったこと（上記

《基礎事実》のハ及びヲ並びに上記(3)のヘ

の(ﾆ)ないし(ﾍ)）、②本件各土地が市街化

調整区域の農地であることから、宅地造成

後の分譲を可能とするため、また、開発許

可を容易に得るために、建設業者であるＤ

社が、本件農地転用申請及び本件開発許可

申請をしたこと（上記《基礎事実》のヘ及

びト並びに上記(3)のヘの(ﾊ)）、③本件土

地の所有権について、平成23年４月19日に

請求人からＤ社に対し所有権が移転してい

るところ、それに先立って本件検査済証は

同月12日付で発行されており、本件売買契

約のとおり、本件開発許可に係る宅地造成

がなされた後に請求人からＤ社に所有権が

移転していること（上記《基礎事実》のイ、

ヌ及びワ）、④上記①ないし③に加え、請

求人は、平成23年分の所得税の譲渡所得の

金額の計算において、本件造成工事の代金

を取得費に計上していること（上記(3)の

ホ）からすると、本件開発許可に係る宅地

造成が完了した後に譲渡した旨の認識を表

明したことが、それぞれ認められ、これら

を総合すると、本件造成工事は、Ｄ社に所

有権が移転する前の本件土地の所有者であ

る請求人の負担と責任において行われたと

いうべきであり、Ｄ社は本件開発許可申請

をして本件開発許可を受けてはいるが、飽

くまで宅地造成後の分譲が可能となるよう

に、かつ、請求人では開発許可を得ること

が困難であるために便宜的に許可を受けた

にすぎないから、本件土地の造成工事をＤ

社自らが行ったものではないと認められる。

なお、Ｄ社がＧ社に対して各開発図面の

作成等を依頼し、一方、請求人がその内容

を把握していない理由は、本件造成工事の

内容は、宅地造成後の分譲を行うＤ社の利

害に直結する一方、請求人は、本件造成工

事が行われること自体には利害を有するも

のの、本件造成工事の内容については、請

求人がほとんど利害を有しないことによる

ものであって、飽くまで、本件造成工事を

行うか行わないかを判断したのは、本件造

成工事の当時に本件土地の所有者であった

請求人であると認められる。

したがって、本件造成工事は、請求人の

負担と責任において行われたものと認めら

れ、譲受人であるＤ社自らが行ったもので

はないことから、本件土地の譲渡は、措置

法第31条の２第１項に規定する「優良住宅

地等のための譲渡」に該当しない。



また、上記③のとおり、本件土地は、宅

地造成後の土地として譲渡されたものであ

って、素地として譲渡されたものではなく、

上記(2)のとおり、拡張解釈ないし類推解

釈をすることは許されないと解されている

のであるから、この点からも、措置法第31

条の２第１項の規定の適用はないというべ

きである。

(5) 請求人の主張について

イ 請求人は、Ｄ社が、本件開発許可を受け

て、Ｆ社に本件造成工事を行わせたもので

あり、開発行為や造成工事についての知識

を持っていない請求人は、Ｋ社やＤ社らの

言うがままに本件工事請負契約書を作成し、

本件工事請負契約に係る請負代金を支払っ

たものにすぎないので、本件造成工事を行

ったのはＤ社である旨主張する。

しかしながら、①上記(3)のヘの(ﾆ)及び

(ﾎ)のとおり、請求人は、Ｋ社社長ないし

はＤ社社長から、本件売買契約の締結日の

直前及び当該契約の締結日において、本件

売買契約及び本件工事請負契約の内容につ

いての説明を受けていること、②上記(4)

の①のとおり、本件造成工事は、本件工事

請負契約に基づいてＦ社が行ったものであ

り、請求人の負担と責任において行われた

こと、③上記(4)の②からすれば、Ｄ社が

本件開発許可を受けたのは便宜的なもので

あること、並びに④上記(4)の③のとおり、

本件開発許可に係る宅地造成がなされた後

に請求人からＤ社に本件土地の所有権が移

転したことから、本件造成工事の当時、本

件土地の所有権者であった請求人が造成工

事を行ったものと認められる。

したがって、請求人の主張には理由がな

い。

ロ 請求人は、措置法第31条の２第１項に規

定する「優良住宅地等のための譲渡」に該

当することについては、Ｄ社から交付を受

けた措置法規則第13条の３第１項第13号に

規定する各書類を原処分庁に提出して証明

されている旨主張する。

しかしながら、請求人は、上記(3)のホ

のなお書のとおり、措置法規則第13条の３

第１項第13号に規定する書類として、本件

土地の譲受人であるＤ社から交付を受けた

本件開発許可申請に係る申請書、本件開発

許可に係る通知書及び各種地形図の各写し

を原処分庁に提出してはいるが、同号に規

定する書類とは、土地等の買取りをする者、

すなわち、措置法第31条の２第２項第13号

に掲げる土地等の買取りをする同号の住宅

建設の用に供される一団の宅地の造成を行

う個人又は法人から受けた書類をいうもの

であるところ、上記(4)のとおり、Ｄ社は

本件土地の造成を行っていないことから、

請求人が提出した書類は、いずれも措置法

規則第13条の３第１項第13号に規定する書

類であるとは認められない。

したがって、請求人の主張には理由がな

い。

《参照条文等》

租税特別措置法第31条の２第２項第13号

◇次号休刊のお知らせ◇

誠に勝手ながら、次回発行分の『資産

税広報』は休刊とさせていただきますの

で、ご了承下さい。
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